
金

融

庁

◎

農
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年

告
示
第
二
号
）
の
特
例
の
読
替
表
【
農
協
特
例
告
示
】

農
林
水
産
省

読

替

後

読

替

前

【
国
内
基
準
】

（
基
本
的
項
目
）

（
基
本
的
項
目
）

第
四
条

第
二
条
の
算
式
に
お
い
て
基
本
的
項
目
の
額
は
、
組
合
員
資
本
又
は
会

第
四
条

第
二
条
の
算
式
に
お
い
て
基
本
的
項
目
の
額
は
、
組
合
員
資
本
又
は
会

員
資
本
（
非
累
積
的
永
久
優
先
出
資
を
含
み
、
外
部
流
出
予
定
額
（
剰
余
金
の

員
資
本
（
非
累
積
的
永
久
優
先
出
資
を
含
み
、
外
部
流
出
予
定
額
（
剰
余
金
の

配
当
の
予
定
額
を
い
う
。
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
次
条
第

配
当
の
予
定
額
を
い
う
。
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
次
条
第

一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を

一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
損
（

控
除
し
た
も
の
と
す
る
。

財
務
諸
表
等
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券

評
価
差
額
金
が
負
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
を

い
う
。
た
だ
し
、
繰
延
ヘ
ッ
ジ
会
計
（
時
価
評
価
さ
れ
て
い
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
に

係
る
損
益
又
は
評
価
差
額
を
ヘ
ッ
ジ
対
象
に
係
る
損
益
が
認
識
さ
れ
る
ま
で
純

資
産
の
部
に
繰
り
延
べ
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
及
び
繰
延
ヘ
ッ

ジ
損
益
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益
を
い
い
、
時
価
評
価
さ

れ
て
い
る
そ
の
他
有
価
証
券
を
ヘ
ッ
ジ
対
象
と
す
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
に
係
る
損
益

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
負
の
値
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
合

計
額
を
い
う
も
の
と
す
る
。
）
の
合
計
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除

し
た
も
の
と
す
る
。
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一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
基
本
的
項
目
）

（
基
本
的
項
目
）

第
十
二
条

第
十
条
の
算
式
に
お
い
て
基
本
的
項
目
の
額
は
、
組
合
員
資
本
又
は

第
十
二
条

第
十
条
の
算
式
に
お
い
て
基
本
的
項
目
の
額
は
、
組
合
員
資
本
又
は

会
員
資
本
（
非
累
積
的
永
久
優
先
出
資
及
び
非
累
積
的
永
久
優
先
株
を
含
み
、

会
員
資
本
（
非
累
積
的
永
久
優
先
出
資
及
び
非
累
積
的
永
久
優
先
株
を
含
み
、

外
部
流
出
予
定
額
及
び
次
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
新

外
部
流
出
予
定
額
及
び
次
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
そ

株
予
約
権
及
び
連
結
子
法
人
等
の
少
数
株
主
持
分
（
当
該
連
結
子
法
人
等
が
株

の
他
有
価
証
券
評
価
差
損
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第

主
資
本
に
計
上
し
て
い
る
次
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
の
額
に
相
当
す

一
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
が
負
の
値
で
あ
る
場
合
の
当

る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
も
の
と

該
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
を
い
う
。
た
だ
し
、
繰
延
ヘ
ッ
ジ
会
計
を
適

す
る
。

用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金

及
び
繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益
の
合
計
額
が
負
の
値
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
合
計

額
を
い
う
も
の
と
す
る
。
）
、
新
株
予
約
権
及
び
連
結
子
法
人
等
の
少
数
株
主

持
分
（
当
該
連
結
子
法
人
等
が
株
主
資
本
に
計
上
し
て
い
る
次
条
第
一
項
第
六

号
に
掲
げ
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
か
ら
次
の
各
号

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
も
の
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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